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(1)　公立病院の現況

①　公立病院を取り巻く環境

②　有田共立病院の現状

(2)　公立病院として果たすべき役割

(3) 計画策定の趣旨

１　経営健全化計画（病院改革プラン）の策定について

　国の医療制度改革や地方自治体の逼迫する財政状況により、全国の多くの公立病院は危機

的状況にあります。平成１８年度の決算では全国の７０％を超える公立病院が赤字経営に陥っ

ている現状です。近年、深刻な医師不足により、病棟の閉鎖や診療科の廃止、極端な例では病

院そのものの閉鎖に追い込まれるケースが全国各地で発生しています。

　また、昨年「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、一般会計に病院事業も

含めた企業会計等を連結して地方自治体の財政状況を把握することになり、公立病院の健全

化が強く求められています。

　このような中で総務省は「公立病院が今後とも地域において必要な医療を安定的かつ継続的

に提供していくためには、抜本的な改革はさけられない」とし、昨年１２月に「公立病院改革ガイ

ドライン」を公表し、平成２０年度中に、全国すべての公立病院に「公立病院改革プラン」の策定

を求めています。

　有田共立病院は、平成１８年度に大学医局からの内科医２名の引き上げや４期連続の診療報

酬のマイナス改定、一般会計からの繰入金の減により経常収支は赤字を計上しました。

　さらに、平成１９年度決算では、外来収入の低下とＭＲＩ装置更新による固定資産除却等により

２年連続の赤字決算となりました。

  今後も経営環境及び医療提供体制はますます厳しいものとなっていくものと推察される中、地

域の中核病院として、救急医療、不採算医療、高度医療を提供しながら、地域医療を推進する

ことが使命であると考えます。

　この役割を遂行する上で、病院経営の安定化は有田町の課題であり、そのための具体的な行

動指針として、「有田共立病院経営健全化計画・病院改革プラン」を策定します。

　有田共立病院の現在の役割は、医療需要の観点からも外来を中心とした一次医療機関として

の立場に止まらず悪性腫瘍、脳・神経疾患、難治性疾患及び小児医療を対象とする二次医療

機関としての役割があり、更に、町内唯一の救急医療における役割も年々重みを増しており、こ

れまで、二次救急医療を提供できる医療体制を維持してきました。

　今後も、救急医療体制は堅持するとともに、西部医療圏における中核医療機関として、各病

院・診療所との役割分担を進めていきます。特に入院医療については、現状の医療体制や患

者層を踏まえ、急性期から医療必要度の高い亜急性期病床の設置を目指します。

　さらに、民間医療機関では提供できない高度な医療機能を担い、二次医療、救急医療及び地

域保健事業の３本柱を中心に手厚い医療体制を提供し、現在の医療環境や有田共立病院を

取り巻く状況を地域住民に正しく理解していただく手段を講じながら、病院のパートナーとして、

地域住民が支えていく病院を目指します。
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(4) 計画期間等

(5) 目標管理

(6) 今後における検討課題

(1) 基本目標

(2)　改革の３つの視点

(3)　一般会計における病院事業への経費負担の考え方

　

　計画期間は「平成２０年度から平成２２年度までの３ヵ年」とします。
  本計画は、伊万里市立市民病院との統合予定の平成２３年４月の前年度までの計画期間とし
ます。

　計画の実効性を高めるために、目標に対する進行管理を徹底するとともに、病院経営に外部

の有識者の評価を取り入れながら、計画の推進に努めます。

　総務省は、赤字の多い自治体病院の建て直しに向け、平成１９年１２月に「公立病院改革ガイ

ドライン」を示しました。この中では、平成２０年度中に「公立病院改革プラン」を策定し経営改革

に総合的に取り組むこととし、改革の３つの視点として、経営の効率化を３年程度、病院の再編・

ネットワーク化及び経営形態の見直しについては５年程度として策定することを標準としていま

す。
　  今回策定の経営健全化計画は、３つの視点を踏まえ、医療体制の整備などの基本目標を推

進しながら、経営改善を図ろうとするものであり、今後、計画の進行度合いを評価しつつ、病院

経営の方向について検討していきます。

　○経営状況の改善

２ 経営健全化計画（病院改革プラン）の基本方針

　病院経営の安定化に向けて、次の4つの目標の実現に努めます。

　○医療の質と信頼の向上

　○地域医療支援の充実

　○医療体制の整備

　ガイドラインが示している「経営の効率化」「再編ネットワーク化」「経営形態の見直し」の３つの

視点については、経営の健全化へ向けて、良質な医療を継続して町民へ提供していくうえで必

要不可欠なことです。

　経営の効率化については、これまで取り組んできた事業に加え、今後取り組むべき事業を精

査し、具体的な事業項目や数値目標を掲げ、年次計画により進めていくものとします。

　再編ネットワーク化は、伊万里市立市民病院との統合病院建設へ向けた伊万里・有田地区医

療福祉組合をすでに設置しており、統合へ向けた準備を進めていきます。

　経営形態については、公立病院の経営形態を堅持しつつ、まずは、地方公営企業法の全部

適用の検討を行います。

　一般会計から病院事業への経費負担については、総務省自治財政局長通知の繰出基準を
参考に、有田町での有田共立病院の医療福祉の役割・医療体制等を勘案し、下記の経費を基

本とします。
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①

②

③

④

⑤

⑥

　目標達成のための具体的な取組み

(1)　医療体制の整備について

①　診療体制の充実

②　医療スタッフの確保

(2)　医療の質と信頼の向上について

３　経営の効率化

ア　電子カルテの導入

　導入により、情報の共有化によるチーム医療の推進、診療支援ツールにより医療安全の推進

を図ります。クリニカルパスへつながる業務の標準化・効率化・透明化を目指します。

　児童手当に要する経費（普通交付税算定相当額）

　経営基盤強化対策に要する経費（共済追加費用の負担に要する経費の特別交付税算定相

当額）

　救急医療の確保に要する経費（医師等の待機に必要な経費の全額、空床確保経費の３分の

２、薬品等備蓄経費の３分の３）

　高度医療に要する経費（必要経費の４分の１）

　小児医療に要する経費（小児医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てる

ことができない経費）

　病院の建設改良に要する経費（建設改良費、企業債元利償還金等の２分の１、ただし、平成１

４年度までの企業債元利償還金等にあっては３分の２）

ウ 将来の医師確保や常勤医師のサポートに繋げるため、協力型臨床研修病院を目指します。

ア 患者様本位の医療を提供し、当院での診察に患者様の高い信頼を得ることができるよう、職

員意識の啓発に努めるとともに、診療情報の開示・提供、待ち時間の縮減や接遇の一層の向上

に努めます。

イ 職員に対する医療安全教育、院内感染予防など、医療安全管理の徹底に努めます。

ウ ＮＳＴ（栄養サポートチーム）などの活動を推進します。

イ　亜急性期病床の設置
　怪我や病気への急性期治療が終了した患者様に対して、在宅復帰に向けて、活動性の向上

を目指したリハビリテーションの実施など、効率的かつ密度の高い医療を提供いたします。

ア 地域の中核病院として医療体制の強化のため、医師の確保に努めます。

イ 病院統合に向け、安定した医療提供体制の維持・向上のため、看護師等の確保に努めま
す。

医師、看護師、医療技術者などの連携によるチーム医療の推進に努めます。

エ 医療機器の計画的な整備を図り、医療提供体制の保持増進に努めます。
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(3)　地域医療支援の充実について

(4)　経営状況の改善について

①　収支の改善

②　運営の補完

ウ 小児科にあっては、町内で唯一入院の受入が可能であり、地域の医療機関とも更なる関係強

化を図りながら、地域医療支援を一層推進します。

エ 各診療科の情報などの病院情報について、広報誌やホームページへの掲載など、情報発信
に努めるとともに、医師などによる健康教室の拡大を図り、地域住民の意識啓発や健康維持に
努めます。

ア 診療体制の充実に向けた施策の推進により、病床の横断的活用を推進し、病床利用率の向
上に努めます。

イ 各種健診、検査体制を強化、推進し、収益の向上に努めます。

ア 伊万里有田地区医師会等と、症例検討会等への積極的な参加等を通じ、地域の病院・診療

所及び医師間の連携強化に努めます。

イ 紹介患者、検査依頼の受入を拡充し、紹介元に対する受入後の情報発信を徹底し、連携の

流れの円滑化を図ります。

キ 未収金対策のための体制を強化し、未収金の発生抑止と回収努力による収納対策を推進し
ます。

ク この計画の進行管理を徹底し、経営に対する有識者の評価を取り入れながら、計画の推進に

努めます。

ア 勤務医の過重労働負担の軽減を図るための医師サポート体制について、身近にできるもの

から実施するとともに、効果的な施策について検討を進めます。

イ 病院施設、設備の安定稼動のため、的確な保守整備を図るとともに、利便性向上の視点に

立って、その運営に努めます。

ウ 効率的な事業運営のために、入院医事業務及び中央材料室業務を外部委託します。また、

既存の委託業務についても、委託効果の評価を行い、更なる効率化に努めます。

エ 医療及び経営環境の変化に対応した組織・職員体制のあり方を検討し、効率性、機動性を
もった組織・職員体制の構築に努めます。

オ 医業収益の増収を図る中で、業務量や業務内容の状況を考慮し人件費の適正化に努めま

カ 経営改善を推進するために、職員のコスト意識を醸成させる啓発と研修の実施に努めるとと

もに、諸経費の節減に努めます。
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Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

1 電子カルテの導入
・情報の共有化・業務の標準化・
効率化 ○

2 亜急性期病床の設置
・在宅復帰に向け、効率的かつ
密度の高い医療の提供 ⇒ ○ 診療情報室の設置

3 医師の確保 ・医療体制の強化 ⇒ ⇒ ⇒

4 看護師等の確保
・統合に向け安定的な看護師等
の確保 ⇒ ⇒ ⇒

5 研修医の確保等 ・協力型臨床研修病院を目指す ⇒ ⇒ ○

6 患者満足度の向上
・外来待ち時間の軽減
・情報の開示・提供
・接遇の一層の向上

⇒ ⇒ ⇒

7 医療安全管理の徹底
･医療安全教育活動の推進
・院内感染管理の推進強化 ⇒ ⇒ ⇒

8 チーム医療の推進
・ＮＳＴ（栄養サポートチーム）等
の活動の推進 ⇒ ⇒ ⇒

9 医療機器の安定化 ・医療機器の計画的な整備 ⇒ ⇒ ⇒

10
・他医療機関、医師間の連携強
化 ⇒ ⇒ ⇒

11
・紹介患者の受入推進
・検査依頼の受入推進 ⇒ ⇒ ⇒

12 患者・住民等への情報発信

・広報活動の充実（ホームペー
ジ・広報誌等）
・健康教室等の開催

⇒ ⇒ ⇒

13 病床利用率の向上

・医療体制整備により、８８％の
病床利用率を目指す。
・病床の横断的活用を推進す
る。

⇒ ⇒ ○

14 収益の向上 ・各種健診、検査の推進 ⇒ ⇒ ⇒

15 外部委託の拡大
・中央材料室業務の外部委託
・入院医事業務の外部委託

⇒ ○

16
・環境の変化に対応した組織の
見直し

⇒ ○

17 ・職員体制の見直し ⇒ ⇒ ○

18 人件費の適正化 ・時間外勤務の縮減 ⇒ ⇒ ⇒

19 経費の節減
・コスト意識の徹底
・諸経費の節減

⇒ ⇒ ⇒

20 未収金収納対策強化 ・収納率の向上 ⇒ ⇒ ⇒

21
・進行管理の徹底
・外部有識者による評価の導入 ⇒ ⇒ ⇒

22 ・一般会計繰出基準の見直し ○

23 働きやすい環境の整備 ・医師サポート体制の充実等 ⇒ ⇒ ⇒

24 施設整備の管理 ・適正な維持管理の遂行 ⇒ ⇒ ⇒

備考
「○」目標年度、「⇒」継続的取組み

主な取組内容等

診療体
制の充

実
医療体
制の整
備

医療の質と信頼
の向上について

医療ス
タッフ

の確保

番号 基本目標

(5)　行動プラン
（基本目標及び推進項目等の概要）

運営の
補完

経営状
況の改

善

組織・職員体制の見直し

健全化計画の総合推進

収支の
改善

地域医療連携の強化

地域医療支援
の充実

推進項目
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平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

実績 実績

4 4 4 4 4

一 般 病 床 165 165 165 157 157

亜急性期病床 8 8

計 165 165 165 165 165

一 般 病 床 49,404 48,339 51,190 50,520 50,520

亜急性期病床 2,480 2,480

小 計 49,404 48,339 51,190 53,000 53,000

70,736 67,322 67,000 65,000 65,000

120,140 115,661 118,190 118,000 118,000

一 般 病 床 135.4 132.1 140.2 138.4 138.4

亜急性期病床 6.8 6.8

小 計 135.4 132.1 140.2 145.2 145.2

288.7 274.8 273.5 265.3 265.3

424.1 406.9 413.7 410.5 410.5

デジタル
超音波診
断装置他

MRI、シー
ルド工事
他

医療シス
テム整備
他

医療器械
備品

医療器械
備品

計画期間

外 来

許可病床数
（床）

項目

病棟数

(6)　業務予定量

主な建設改良事業（医療機器
等整備）

合 計

年間延
患者数
（人）

１日平均
患者数
（人）

入院

外 来

合 計

備 考

入院

6



(7)　経営指標に係る数値目標

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

類似病院 実績 実績

一般病床 ％ 72.4 82.0 80.0 85.0 88.0 88.0

亜急性期病床 ％ 88.0 88.0

165床 計 ％ 72.4 82.0 80.0 85.0 88.0 88.0

百万円 △ 80 △ 5 4 1 0

％ 87.4 99.0 100.2 100.9 100.8 100.7

％ 93.2 96.7 99.8 100.2 100.0 100.0

％ 81.9 96.3 94.8 96.9 96.1 96.0

百万円 62 126 139 182 183 純損益＋減価
償却費

百万円 0 0 0 0 0

％ 56.3 41.0 41.3 41.6 41.1 41.1

％ 21.9 32.7 31.7 31.3 30.8 30.8

％ 13.2 22.1 20.9 20.1 19.8 19.8

％ 195.9 143.2 139.3 130.9 122.6 122.6

％ 29.5 33.5 35.0 40.0 40.0

人 570 600 600 600

※医業収支比率＝医業収益÷医業費用×１００

※経常収支比率＝経常収益（医業収益＋医業外収益）÷経常費用（医業費用＋医業外費用）×１００

※実質収益対経常費用比率＝（経常収益－他会計繰入金）÷経常費用×１００

※医業収益に対する職員給与費＝職員給与費÷医業収益×１００

※医業収益に対する材料費＝材料費÷医業収益×１００

※外来入院患者比率＝年延外来患者数÷年延入院患者数×１００

（単位：百万円、％）

備考

病床利用率

経常収支比率

経常利益（△損失）

単位項目
計画期間

平成１８年度

医業収支比率

実質収益対経常費用比率

　経常費用が経常収益から他会計繰入金を引いた実質収益によって、どの程度賄われているかを示
す指標。この比率が１００％以上であることが望ましい。

資金不足額（△不足）

外来入院患者比率

紹介率

 　うち医業収益に対する薬品費

医業収益に対する職員給与費比率

医業収益に対する材料費

減価償却前収支

　病院の職員数等適切か否かを判断する指標。職員給与費をいかに適切なものとするかが病院経営
の重要なポイントとなる。

　病院における材料費は、職員給与費に次いで大きなウェイトをしめる医業費用。この比率が高い場
合には、材料の購入価格（方法）を見直し、材料費の節減を図る必要がある。

　病院が安定した経営を行うための財政基盤を確保するためには、適正な負担区分を前提として、こ
の比率が１００％以上であることが望ましい。

　医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示す指標。経常収支比率と同様１００％以
上であることが望ましい。

救急患者数
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(8)　収支計画総括

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

実績 実績

医業収益 2,368 2,396 2,490 2,533 2,533

医業外収益 21 66 52 56 56

特別利益 387

計        A 2,776 2,462 2,542 2,589 2,589

医業費用 2,390 2,393 2,467 2,514 2,516

医業外費用 79 74 71 74 73

特別損失 2 0 0 0 0

計       B 2,471 2,467 2,538 2,588 2,589

305 △ 5 4 1 0

収入    D 93 242 435 71 107

支出     E 216 326 493 133 213

差引
F＝D-E

△ 123 △ 84 △ 58 △ 62 △ 106

＊収支項目別の収支計画等は別紙１、２、３のとおり

差引＝当年度純利益
（△損失）
C=A-B

収入

支出

資本的

（単位：百万円）

備考区分

収益的

計画期間
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4　医療ネットワーク化の推進

５　経営形態の見直し

６　改革プランの点検、評価及び公表

　再編ネットワーク化については、平成２０年２月に伊万里市立市民病院との統合病院建設へ
向けた伊万里・有田地区医療福祉組合が設置され平成２３年４月開院へ向けて準備を行って
います。
　医療連携については、県内及び西部地域医療圏内の病院及び診療所との連携を十分図る
とともに、電子カルテ等を活用し医療連携ネットワークの構築を進め、医療機能の連携と役割
分担を推進します。

　有田共立病院の経営形態は、全国の多くの自治体病院が採用している地方公営企業法の

一部適用団体であり、地方公営企業法の規定のうち財務規程のみを適用しています。

　総務省のガイドラインでは、地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人、指定管理者

制度及び民間譲渡の適用を検討するよう明記してあります。

　公営企業の経営の基本原則は、「常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的で

ある公共の福祉を増進するよう運営する」ことであり、採算性の確保や直面する経営課題に対

し敏感に対応していかなければなりません。

　このため、今後、各形態のメリットデメリットの検証を進めて行かなければなりませんが、平成２

３年の統合を控え、まずは、全部適用の導入について検討を行っていきます。

　改革プランの点検及び評価を行うため、有田町行政改革評価委員会に諮り、審議を経て、毎

年度公表を行います。
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１　収支計画（収益的収支）
(単位：百万円、％)

　 年 度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
 区 分 実績 実績

１. ａ 2,368 2,396 2,490 2,533 2,533
(1) 2,302 2,260 2,378 2,405 2,405

1,426 1,420 1,504 1,557 1,557
876 840 874 848 848

(2) 66 136 112 128 128
74 47 63 63
74 47 63 63

２. 21 66 52 56 56
(1) 9 39 28 32 32

9 39 28 32 32

(2) 1 11 8 8 8

1 11 8 8 8
(3)
(4) 11 16 16 16 16

(A) 2,389 2,462 2,542 2,589 2,589
１. ｂ 2,390 2,393 2,467 2,514 2,516

(1) 972 990 1,035 1,042 1,042
504 512 526 527 527

468 478 509 515 515
(2) 774 759 780 780 780

524 501 501 501 501
(3) 231 222 238 232 232

112 112 112 112 112
(4) 142 131 135 181 183
(5) 271 291 279 279 279

２. 79 74 71 74 73
(1) 29 24 20 23 22

(2) 50 50 50 51 51
(B) 2,469 2,467 2,538 2,588 2,589

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) -80 -5 4 1 0
１. (D) 387

387
２. (E) 2 0 0 0 0
特　別　損　益　(D)－(E) (F) 385 0 0 0 0

305 -5 4 1 0
(G)
(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)

(ｵ)
ａ
ａ
ｂ 99.0 100.2 100.9 100.8 100.7

(A)
(B) 96.7 99.8 100.2 100.0 100.0

(A)-繰入金

(B) 96.3 94.8 96.9 96.1 96.0

(H)
ａ

62 126 139 182 183
職員給与費

a 41.0 41.3 41.6 41.1 41.1
材料費

a 32.7 31.7 31.3 30.8 30.8
薬品費

a 22.1 20.9 20.1 19.8 19.8

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益
料 金 収 入

入 院 収 益
外 来 収 益

他 会 計 補 助 金
一 時 借 入 金 利 息 分
そ の 他

国 ( 県 ) 補 助 金
そ の 他

減 価 償 却 前 収 支

医業収益に対する職員給与費 ×100

©＋減価償却費

経 常 収 支 比 率 ×100

実 質 収 益 対 経 常 費 用 比 率 ×100

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他
材 料 費

う ち 薬 品 費
経 費

う ち 委 託 料

特 別 損 失

減 価 償 却 費
そ の 他

医 業 外 費 用
支 払 利 息

経 常 収 益

不 良 債 務

流 動 資 産

又 は 未 発 行 の 額

( ｲ )-{( ｱ )-( ｳ )}

累 積 欠 損 金

特
別
損
益

特 別 利 益
う ち 他 会 計 繰 入 金

不 良 債 務 解 消 分
そ の 他

備考

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

そ の 他
う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益
他 会 計 負 担 金

計画期間

退 職 手 当

医 業 収 益 に 対 す る 薬 品 費 ×100

(ｵ)

×100

不 良 債 務 比 率

医 業 収 益 に 対 す る 材 料 費 ×100

翌 年 度 繰 越 財 源

差引

資 金 不 足 比 率 ×100

(H)地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額

×100

医 業 収 支 比 率

う ち 基 準 外 繰 入 金

当 年 度 許 可 債 で 未 借 入

純 損 益 (C)＋(F)

(ｴ)

う ち 一 時 借 入 金 利 息
そ の 他

経 常 費 用

不
良
債
務

流 動 負 債

別紙 １
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２　収支計画（資本的収支）
(単位：百万円、％)

　 年 度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
 区 分 実績 実績

１. 30 175 350
２.
３. 60 67 85 71 107

60 67 85 71 107

４.
５. 3
６.
７.
８.
９.

(a) 93 242 435 71 107

(c)
純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 93 242 435 71 107

１. 71 201 390 40 40

２. 145 125 103 93 173
145 125 103 93 173

３.
４.

(B) 216 326 493 133 213
差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 123 84 58 62 106

１. 123 67 58 62 106
２.
３.
４. 17

(D) 123 84 58 62 106
補てん財源不足額　(C)－(D) (E)

(E)－(F)

３　一般会計からの繰入金の見通し
(単位：百万円）

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
実績 実績

（　　） （　　） （　　） （　　） （　　）
10 124 83 103 103

（　　） （　　） （　　） （　　） （　　）
63 67 85 71 107

（　　） （　　） （　　） （　　） （　　）
73 191 168 174 210

（　）はうち基準外繰入金

計画期間

計画期間

収 益 的 収 支

他 会 計 出 資 金

国 ( 県 ) 補 助 金
工 事 負 担 金

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る (b)
支 出 の 財 源 充 当 額

資 本 的 収 支

合　　　　　　　　　計

備考

備考

他 会 計 負 担 金
う ち 基 準 内 繰 入 金

実 質 財 源 不 足 額

繰 越 工 事 資 金
そ の 他

計

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

前 年 度 許 可 債 で 当 年 度 借 入 分

当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 (F)
又 は 未 発 行 の 額

う ち 職 員 給 与 費

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金
う ち 建 設 改 良 の た め の 企 業 債 分
う ち 災 害 復 旧 の た め の 企 業 債 分
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
そ の 他
う ち 繰 延 勘 定

支 出 計

う ち 基 準 外 繰 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金
そ の 他

収 入 計

他 会 計 借 入 金
他 会 計 補 助 金

別紙 ２

別紙 ３
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用語解説

P 1 ・診療報酬
　医療保険から病院等の医療機関に支払われる治療費のこと。診療報酬は、医療行為にかか
わる物的経費や医療従事者の人件費に充当される等医療機関の最大の収入になります。

1 ・不採算医療
　地域に提供が必要な医療の中で、採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療
のことで、救急、小児、周産期、災害、精神、へき地の各医療や高度、先進医療等が挙げられ

3 ・クリティカルパス
　診療計画・実施プロセスの標準化により、医療の質の向上、効率化、 医療安全対策等に寄与
するもの。

3 ・亜急性期
　急性と慢性の中間に位置する状態のことをいい、急性よりも熱などの変化が緩やかなものをい
います。 急性期は主に病気のなり始め、症状の比較的激しい時期を指す。一般的に処置、投
薬、手術等を集中的に行う１ヶ月程度の期間を言う。慢性期は症状の激しい時期（急性期）を過
ぎて、症状が安定している時期を指す。

3 ・協力型臨床研修病院

　医学部を卒業し、医師免許を取得した医師（研修医）が卒後2年間、基本的な手技、知識（初
期研修）を身につけるため籍を置く、つまり経験を積む、腕を磨く場を提供する病院を臨床研修
指定病院と言い、それと共同して臨床研修を行う病院をいう。

3 ・NST　栄養サポートチーム
　職種の壁を越え、栄養サポートを実施する多職種の集団(チーム)である。栄養サポートとは、
基本的医療のひとつである栄養管理を、症例個々や各疾患治療に応じて適切に実施すること

9 ・地方公営企業法
　地方自治体が公共の福祉増進のために経営する企業のうちで、病院事業や水道事業等に
適用される法律である。現在本院では、法の一部（財務）のみを適用しているため、地方公営企
業法の一部適用団体となる。

9 ・地方独立行政法人
　地方自治体が個別の独立した法人を設立して経営を行わせる形態で、公務員型と非公務員
型がある。中期目標に基づく経営が原則で、弾力的な予算執行や経営効率化と透明性が期待
できる。新しい制度であるため事例は少ないが、本県では、県立病院好生館がある。

9 ・指定管理者制度
　公の施設の管理主体の範囲を民間事業者まで広げることにより、民間の経営ノウハウを活用
し、サービス向上や施設管理の効率性を目的に創設された。本町でも歴史と文化の森公園に
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